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　障害福祉サービス等施設・事業所  代表者　様
三浦市長　吉田  英男  
（ 公  印  省  略 ）  

　　　新型コロナウイルス感染防止対策の徹底について（再依頼）

障害福祉サービス等施設・事業所の皆様におかれましては、感染防止対策を行いながら障害者支援の継続にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
　連日のニュースでご存知のことと思いますが、全国的に新型コロナウイルスの感染拡大が見られ、１月７日には緊急事態宣言が発出されました。
三浦市においても感染者が増加しており、より一層の感染拡大に注意をしなければならない状況です。
　各施設・事業所の代表者の皆様には、令和２年８月７日付けで感染防止対策の徹底について依頼いたしましたが、引き続き下記のとおり感染防止対策の徹底に万全を期していただきますようお願いいたします。

記

１　感染防止対策の徹底について
  緊急事態宣言の発出に伴い、「緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応について（令和３年１月７日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）」や「緊急事態宣言の発出に伴う障害福祉サービス事業所等の運営について（令和３年１月８日付け障サ第1941号、神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害サービス課長通知）」が発出されています。
  ウエブサイト「障害福祉情報サービスかながわ」の書式ライブラリには、上記通知以外にも厚生労働省や神奈川県が発出する通知等が掲載されますので、通知等を再確認のうえ、今後も感染防止対策の徹底をお願いいたします。
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